
別記第十七号の三様式（第十三条の二関係）（平26法省令34・追加） 日本国政府法務省番号 年月日 船舶観光上陸 許可書 数次船舶観光上陸 1氏名（男・女） 2生年月日 3国籍・地域 4旅券番号 下記のとおり許可します。 指定旅客船の名称 寄港する出入国港 上陸期間 自年月日～至年月日 行動範囲 その他の制限 本邦において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動をし てはなりません。 入国審査官 注意 上陸中は本許可書を常に携帯し，権限のある官憲に要求された場合は，こ れを提示しなければなりません。 本許可書は，最終の出国時に入国審査官に返還してください。 行動範囲の制限その他付された制限に違反したときは，本許可を取り消す ことがあります。 数次許可用 確認欄  


